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群馬県立しろがね特別支援学校

令和元年７月１２日

◆中学部の校内就業体験を行いました。

中学部の第１回校内就業体験を６月１７日（月）～

２１日（金）に行いました。工場さながらの緊張感あ

ふれる環境の中、生徒一人一人が就業体験の目標を立

て、委託された洗濯ばさみの組立てに取り組みました。

真剣な表情で、集中して洗濯ばさみを組み立てる姿、

大きな声で「できました。おねがいします。」と、連

絡や報告をする姿が多く見られ、それぞれが働くこと

を体験することができました。就業体験最終日には、もらった給料で買い物に行き、

午後はそれぞれが買ってきたアイスやお菓子を食べました。

◆高等部２、３年生の第２回校外就業体験について連絡します。夏休み中に打合せ日

等を相談させていただきます。

7月23日 県内の福祉サービス事業所を利用して校外就業体験を実施する特別支援

調整会議 学校の進路指導主事が、就業体験の日程などを調整する会議です。

8月2日まで 調整会議を経て、進路指導主事が校外就業体験の受入れのお願いを各福

祉サービス事業所にします。受入れ可か不可かの返答の締切日です。

8月3日以降 受入れ状況を確認後、各担任が家庭に連絡をします。担任と保護者との

間で打ち合わせ日等を決めてください。担任が中心となって、実習する

福祉サービス事業所との連絡をとります。

8月30日ま 打合せ日に、担任、保護者、生徒で、実習する福祉サービス事業所へ出

で 向き、打合せをします。担任のみでの打合せの場合もあります。

9月2日から 第２回校外就業体験が始まります。初日の挨拶及び最終日の反省会への

参加をお願いします。第２回校内就業体験も始まります。

◆福祉サービス事業所（生活介護、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援）

の利用見込みのアンケート（高等部３年生）について連絡します。

７月３１日にアンケートを締め切らせていただきます。この後、学校で書類を作

成し、８月２０日に、各福祉サービス事業所に郵送します。提出したアンケートに

ついて、変更がありましたら至急担任まで連絡をお願いします。書類の間違えがな

いようにするため、連絡は必ず担任を通してください。

◆地域総合支援ネットワーク相談会の開催のお知らせ

申し込みをいただきありがとうございました。参加する地区の開催要項を配付さ

せて頂きました。日時、会場を確認の上、参加をお願いします。太田市、前橋市は

個別相談のみの開催です。

なお、欠席の場合は分かり次第、担任まで連絡してください。

進路だより


